
地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（概要）

○ 2025年にいわゆる「団塊の世代」が全て75歳以上となる中、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた
地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備していくことは喫緊の課題。

○ 利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築し、自立と尊厳を支えるケアを実現していく。

【基本的な方向性】

① 効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築 ④ 限りある資源の効率的かつ効果的な活用
② 地域の創意工夫を活かせる仕組み ⑤ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用
③ 質の高い医療・介護人材の確保と多職種連携の推進

第１ 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義・基本的な方向

行政の役割 サービス提供者・利用者の役割

【 国 】 ・医療計画基本方針及び介護保険事業基本指針の策定
基金を通じた都道府県 市町村への財政支援

【サービス提供者等】
サービス提供者等の間で 利用者に関する情報や
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な ・基金を通じた都道府県、市町村への財政支援

・診療報酬、介護報酬を通じた医療・介護の連携推進
・情報分析を行うための基盤整備、先進事例の収集・分析・周知 等

【都道府県】 ・地域医療構想に基づく医療機能の分化・連携の推進
・地域包括ケアシステムの構築に向けた人材確保、市町村の支援 等

【 市町村 】 ・地域包括ケアシステムの推進 ／ 地域支援事業の実施 等

→ 地方自治体の人材育成が重要。国は研修を充実すること等により継続的に支援

・ サービス提供者等の間で、利用者に関する情報や
地域における様々な社会資源に関する情報を共有し
ていく仕組みの構築、活用
・ 人材の確保・定着のための取組

【サービス利用者の役割】
・ 効率的かつ効果的なサービス利用
・ 高齢者が、地域の構成員として積極的に社会参加
していくことも重要。
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第２ 医療計画基本方針・介護保険事業計画基本指針の基本となるべき事項
都道府県計画・医療計画・都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保

【医療計画基本方針・介護保険事業計画基本指針の整合性の確保等】

病床の機能の分化と連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築と、地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、
医療計画と介護保険事業（支援）計画を一体的かつ整合性をもって作成すること等が必要。



○ 都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）の作成に当たっての留意事項

・ 保健・医療担当部局と介護・福祉担当部局の緊密な連携。都道府県による市町村の後方支援
・ 公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項

第３ 都道府県計画・市町村計画の作成と整合性の確保

【都道府県計画・医療計画・都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保等】

○ 平成30年度以降（医療計画と介護保険事業（支援）計画のサイクルが一致）に向けた取組

・ 各計画の作成に当たって、より緊密な連携が図られるような体制の整備
・ 両計画の区域の整合性の確保 ／ 両計画の人口推計などの基礎データ等についての整合性の確保

○ 平成30年度までにおいても、各計画において医療・介護の連携を強化するための取組

・ 第６期介護保険事業（支援）計画における在宅医療・介護連携、認知症対策、地域ケア会議の開催による多職種協働等の推進
・ 地域医療構想における急性期から、回復期、慢性期、在宅医療・介護に至る切れ目のないサービス提供体制の確保等

○ 都道府県計画及 市町村計画 基本的な記載事項

医療介護総合確保区域の設定 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／ 事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法
（※都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。）

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成。

○ 基金に関する基本的な事項

・ 関係者の意見が反映される仕組みの整備 ／ 事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保 ／ 診療報酬・介護報酬等との役割分担
・ 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施 ／ 国は、都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 基金を充てて実施する事業の範囲

第４ 新たな財政支援制度（基金）に関する事項

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業(※)
２ 居宅等における医療の提供に関する事業(※)
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業(※)
５ 介護従事者の確保に関する事業

※ 基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２及び４を、平成27年度以降は介護を含めて全ての事業とする。


